
〇自転 車の 運転者 による 違反の うち、交通事故 につながる危険 な運転を

した 場合 や、警 察官の 警告に 従わずに違反行 為を継続した場 合といっ

た、 悪質 ・危険 な行為 が自転 車交通違反の取 締りの対象とな ります。

（携帯電話使用運転、飲酒運転、妨害運転、ブレーキ不良など）

〇 一方 で、単 に歩 道を通 行して いる といったよ うな違反につい ては、こ

れまでと同様に、まず「指導・警告」が行われます。

〇 交通 取締り を受 けて青 切符の 交付 を受ければ 、自動車などと 同じよう

にその交通違反に応じた反則金を納めていただきます。

一定 の危険 な行 為「自 転車危 険行 為」を３年 以内に２回以上 くり返す

と「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

命令 を受け てか ら３か 月以内 の指 定された期 間内に受講しな いと５万

円以下の罰金となります。

自転車盗が多発 !!
大 切 な 愛 車 を 盗 難 か ら 守 り

ましょう。

駐 輪 す る 時 は 必 ず 施 錠 を し

ましょう。

ツ ー ロ ッ ク が 効 果 的 で す 。

令和８年５・６月号

４月中緑区内の交通事故発生件数

( 交 通 課 調 べ ・ 暫 定 値 )

人身事故６７件

物損事故５０１件

４月中
（暫定値）
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熊の前学区 - - 1 - - - - - - - 1

神の倉学区 - - - - - - - - - 1 1

緑署全体 7 5 5 1 8 39 - 2 25 28 115


